
「第４期大東市一般廃棄物処理基本計画 改訂版（案）」に係るパブリックコメント実施結果 

 

番号 意見の概要 市の考え方・方針 計画書 

１ 

『東大阪都市清掃施設組合の焼却工場のうち、昭和

５０年３月に竣工した「第三工場」は、…』とある

が、今回建て替えるのは焼却工場だけではないので、

焼却工場を処理工場に、「第三工場」は、を「第三工

場」および「破砕工場」は、とした方が良い。 

 

また、「新焼却工場は、図２－４に示すように、現在

の 600t/日から 400t/日に規模を縮小する…」とある

が、これは焼却炉の話なので、新焼却工場を新焼却

炉とした方が良い。 

そのように変更します。 

５ページ 

２ 

第４次大東市総合計画第Ⅱ期基本計画（前期）⇒第

４次大東市総合計画第Ⅱ期基本計画（後期）に変更 

 

※総合計画改訂予定のため 

平成 22年度に一般廃棄物処理基本計画を策定した際、第４次

大東市総合計画第Ⅱ期基本計画（前期）の人口推移を元にし

ました。今回は改訂のため、人口推移もそのまま採用してお

り、特に表記は変更しません。 

１ページ 

３ 

平成２２年国勢調査による人口 127,203を記載され

ておりますが、人口データの最新版に更新が可能か

ご検討をお願いいたします。 

 

同様に、グラフのデータの更新をお願いいたします。 

人口データの最新版である平成 27年国勢調査の速報結

果は、平成28年2月に公表予定ですので、できるだけ

更新するようにします。グラフも同様に更新するように

します。 

３，４ページ 

 


